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第４章 幼児期の教育・保育の充実 

第４章 幼児期の教育・保育の

充実 
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１ 教育・保育施設等の適正な量の確保 

現状と課題は、Ｐ14～17 参照 

就学前児童の保護者が、希望に応じた教育・保育施設（幼稚園、保育所、認定こ

ども園）等を利用できるよう、今後の量の見込みとその確保策を定めます。 

（１）量の見込みと確保策の考え方 

【量の見込みの考え方】 

保育（２号認定子ども（３～５歳児）及び３号認定子ども（０～２歳児））

の量については、幼児教育・保育の無償化や共働き世帯の増加などにより、保

育利用率が伸びていくと見込んでおり、過去３年間の保育利用率（長崎市全体

及び各区域）の実績を基に、令和２年度から令和６年度の保育利用率が平均的

に伸びていくものと見込んでいます。 

教育（1号認定子ども（３～５歳児））の量の見込みについては、３～５歳

児の99.4％（平成31年 4月 1日現在）が教育又は保育のいずれかの施設

に入所しており、入所しない児童も一定数見込むと両施設への入所率は横ばい

になると見込んでおり、３～５歳児の数から、入所しない児童及び２号認定子

どもの数を除いた児童数が、1号認定子どもの数になると見込んでいます。 

その結果、保育利用の伸びと少子化による児童数の減少とが相殺され、保育

の量はほぼ横ばいで推移し、教育の量は減少していくものと見込んでいます。 

【確保策の考え方】 

保育所等待機児童は、平成 31 年４月時点で解消しましたが、その後の保育

ニーズに対応できるよう量の確保を図ります。 

○ 定員数の不足が見込まれる区域については、令和６年４月には、全ての区

域で定員内保育を実現できる計画として策定します。 

○ 確保策は既存施設の活用を基本とします。 

Ⅰ 保育所等の整備、定員見直し等（保育所の新設を含む。）による定員増 

Ⅱ 幼稚園の活用（認定こども園への移行等） 

Ⅲ 認可外保育施設の認可保育所への移行 

○ １号が不足する区域については、隣接区域等で確保することとします。 

○ 年度途中の保育需要の増加については、受け入れ体制がある施設において

は、定員を超えて一定数の入所を行うことにより弾力的に対応することとし

ます。 
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【認定こども園普及に係る基本的考え方】 

○ 認定こども園は、保護者の就労状況等によらず、柔軟に子どもを受け入れ

られるという特長があることから、供給を満たしている区域であっても、認

定こども園への移行は今後も進めます。 

○ 認定こども園の類型としては、幼保連携型を中心に移行を進めますが、地

域や施設の状況に応じて幼稚園型、保育所型もしくは地方裁量型への移行も

進めます。 

【産休・育休後の教育・保育施設等の円滑な利用の確保】 

○ 産休・育休明けにスムーズに教育・保育施設が利用できるよう前述の取

組みを進めます。 

【子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保】 

○ 施設等利用費の給付方式について、保護者の経済的負担や利便性等を勘

案し、幼稚園（新制度未移行）の保育料等については現物給付により支給

し、認可外保育施設等の各種利用料については保護者からの請求のあった

翌月に償還払により支給しています。 

○ 特定子ども・子育て支援施設等に対して施設等利用費を支給する場合に

おいて、資金繰りに支障を来すことの無いよう配慮し、現物給付により支

給する保育料等については、年2回、４月及び10月に、半年分を概算払

しています。 

○ 特定子ども・子育て支援施設等の確認や公示、指導監督等の法に基づく

執行や権限の行使について、長崎県に対し、施設等の所在、運営状況、監

査状況等の情報提供、立入調査への同行、関係法令に基づく是正指導等の

協力を、必要に応じ、要請することとしています。 
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（２）量の見込みと確保策

ア 新制度における認定区分等 

認定区分 対 象 利用できる施設等 

１号認定 満３歳以上で保育の必要性がない子ども 幼稚園、認定こども園 

２号認定 満３歳以上で保育の必要性がある子ども 保育所、認定こども園 

３号認定 満３歳未満で保育の必要性がある子ども 
保育所、認定こども園、 

地域型保育 

イ 保育の必要性の認定事由 

① 就労 

② 妊娠・出産 

③ 保護者の疾病・負傷・障害 

④ 同居又は長期入院等している親族

の介護・看護 

⑤ 災害復旧 

⑥ 求職活動 

⑦ 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）

⑧ 虐待、ＤＶ 

⑨ 育児休業をする際に、既に保育利用中

の子どもの継続利用が必要であると認

められること 

ウ 量の見込みと確保策 

（長崎市全体） 

※特定教育保育施設：新制度に移行するため市の確認を受けた幼稚園、保育所、認定こども園 

※その他：小規模保育事業など 

※確保策の数字は、利用定員 
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（16 区域別）
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２ 教育・保育等の質の向上 

[主な取組み] 

【幼稚園教諭、保育士等への研修支援】 

幼稚園教諭、保育士、保育教諭が、教育と保育を一体的に提供する意義や課

題を共有できるよう、合同研修開催などへの支援を行います。[幼児課] 

【幼稚園教諭・保育士等の処遇改善、保育士の確保】 

国や県の制度の活用と市独自の補助により、幼稚園教諭や保育士、保育教諭

の処遇改善を促進するとともに、賃金の根幹となる公定価格の適正な設定につ

いて国に要望していきます。 

また、保育士の確保について、働きやすい職場環境づくりへの支援を行うと

ともに、長崎県が設置している「保育士・保育所支援センター」と連携して取

り組みます。 [幼児課] 

【幼稚園、保育所等の運営評価】 

幼稚園や保育所等の運営について、事業者による自己評価を行うとともに、

第三者評価の実施についても促進します。[幼児課] 

【幼稚園・保育所等と小学校の連携方策】 

幼児期の教育・保育と小学校教育との円滑な接続のため、幼保小の子どもた

ちの交流と、職員の意見交換や合同研修の機会を設け、より緊密な幼保小連携

に努めます。[幼児課] 

【小規模保育事業と幼稚園・保育所等との連携方策】 

小規模かつ０～２歳児までの事業である小規模保育事業については、保育内

容の支援や卒園後の受け皿の役割を担う連携施設の設定を原則として求めるも

のとし、近隣施設や公立施設による連携に努めます。[幼児課] 


